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政策会議付議事案書（令和元年７月２３日） 

                            提案課名 戸籍住民課 

                            報告者名 原田 真智子 

事案名  秦野市印鑑条例の一部を改正することについて 

   有 

資料 

   無 

目
的
・
必
要
性 

婚姻後も旧氏（旧姓）を使う女性が増加する中、国は、平成３１年４月１７日

付けで、「住民基本台帳法施行令」、「電子署名等に係る地方公共団体情報シス

テム機構の認証業務に関する法律施行令」及び「行政手続における特定の個人を

識別するための番号の利用等に関する法律施行令」（以下「住民基本台帳法施行

令等」という。）の一部を改正する政令を公布し、本人から請求があった場合

に、住民票等に旧氏の併記ができることとしました。 

この改正により、住民票の写し、マイナンバーカード、通知カード、住民票記

載事項証明書、閲覧台帳、転出証明書及び住民基本台帳ネットワークシステムの

本人確認情報に、旧氏の併記ができるようになります。 

しかし、印鑑登録の規定については、各自治体が条例で定めているため、印鑑

登録においても旧氏での登録ができるよう、秦野市印鑑条例を改正するもので

す。 

 

経
過
・
検
討
結
果 

１ 経 過 

(1) 平成２８年６月２日  ・ 「ニッポン一億総活躍プラン」閣議決定 

(2) 平成３０年１月～ 

令和元年１１月 

 ・ 旧氏の併記に伴う住民基本台帳ネットワ

ークシステムを改修 

〈システム改修経費〉 

   平成２９年度   決算額  8,025,000円（国庫補助金 7,560,000円） 

   平成３０年度   決算額 10,778,400円（国庫補助金10,778,000円） 

   平成３１年度   予算額 13,836,000円 

(3) 平成３１年４月１７日  ・ 住民基本台帳法施行令等の改正の公布 

  ・ 「住民基本台帳法施行令等の一部改正に

ついて」及び「印鑑登録証明事務処理要領

の一部改正について」の総務省通知 

２ 改正による効果 

旧氏での印鑑登録を可能とすることにより、登録の選択肢が広がり、様々な

場面で旧氏を使用しやすくなる。 

決
定
等
を
要
す
る
事
項 

 旧氏での印鑑登録を可能とするため、秦野市印鑑条例の一部を改正すること。 

 

議題１ 
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今
後
の
取
扱
い 

 

１ 令和元年９月  ・ 令和元年９月第３回定例会に条例の一部改

正案を提出 

 

２ 令和元年１１月１日  ・ 広報に旧氏併記に係る記事を掲載 

 

３ 令和元年１１月５日  ・ 住民基本台帳法施行令等の改正の施行 

  ・ 印鑑登録証明事務処理要領の改正の実施 

  ・ 秦野市印鑑条例の改正の施行 

  ・ 旧氏併記を開始 
 

 



議案第  号  

 

   秦野市印鑑条例の一部を改正することについて 

 

 秦野市印鑑条例の一部を別紙のとおり改正するものとする。 

 

  令和元年  月  日提出 

 

秦野市長 高 橋 昌 和  

 

 

提案理由 

住民基本台帳法施行令の一部改正により、住民票の記載事項に旧氏が加えら

れることに伴い、旧氏でも印鑑登録ができることとするため、改正するもので

あります。 

 

資料１ 



秦野市条例第  号  

 

   秦野市印鑑条例の一部を改正する条例 

 

 秦野市印鑑条例（昭和５５年秦野市条例第１４号）の一部を次のように改正

する。 

 第２条第１項第１号中「本市の」を「本市が備える」に改める。 

 第５条第１項第１号中「氏名（外国人住民（法第３０条の４５に規定する外

国人住民をいう。以下同じ。）については通称（住民基本台帳法施行令（昭和

４２年政令第２９２号）第３０条の２６第１項に規定する通称をいう。）を含

む。以下同じ。）、氏若しくは名」を「氏名、氏、名、旧氏（住民基本台帳法

施行令（昭和４２年政令第２９２号。以下この号において「政令」という。）

第３０条の１３に規定する旧氏をいう。以下同じ。）若しくは通称（政令第 

３０条の１６第１項に規定する通称をいう。次条第１項第３号において同 

じ。）」に、「氏名について、その一部」を「氏名、旧氏又は通称の一部」に、

「並びに氏及び名」を「及び氏又は名」に改める。 

 第６条第１項第３号中「認可地縁団体については、その名称」を「住民票に

旧氏が記載されている者についてはその旧氏を、住民票に通称が記載されてい

る者についてはその通称を、認可地縁団体についてはその名称を含む。以下同

じ。」に改める。 

 第１５条第１項第１号中「外国人住民が、法第３０条の４５の表」を「法第

３０条の４５に規定する外国人住民が、同条の表」に改める。 

 

   附 則 

 この条例は、令和元年１１月５日から施行する。 

資料２ 
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議案第  号 秦野市印鑑条例の一部を改正する条例案新旧対照表 

新 旧 

 （登録の資格）  （登録の資格） 

第２条 印鑑（第２号においては、同号に規定する団体の印鑑）

の登録を受けることができる者は、次に掲げるものとする。 

第２条 印鑑（第２号においては、同号に規定する団体の印鑑）

の登録を受けることができる者は、次に掲げるものとする。 

 (1) 住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号。以下「法」と

いう。）の規定により本市が備える住民基本台帳に記録され

ている者 

 (1) 住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号。以下「法」と

いう。）の規定により本市の住民基本台帳に記録されている

者 

 (2) （略）  (2) （略） 

２ （略） ２ （略） 

 （登録のできる印鑑）  （登録のできる印鑑） 

第５条 登録申請に係る印鑑は、次の各号のいずれにも該当する

ものでなければならない。 

第５条 登録申請に係る印鑑は、次の各号のいずれにも該当する

ものでなければならない。 

 (1) 住民基本台帳又は認可地縁団体登録台帳に記録され、又は

登録されている氏名、氏、名、旧氏（住民基本台帳法施行令

（昭和４２年政令第２９２号。以下この号において「政令」

という。）第３０条の１３に規定する旧氏をいう。以下同

じ。）若しくは通称（政令第３０条の１６第１項に規定する

通称をいう。次条第１項第３号において同じ。）又は名称を

表しているもの（氏名、旧氏又は通称の一部を組み合わせた

もの及び氏又は名について、平仮名又は片仮名に替えられて

 (1) 住民基本台帳又は認可地縁団体登録台帳に記録され、又は

登録されている氏名（外国人住民（法第３０条の４５に規定

する外国人住民をいう。以下同じ。）については通称（住民

基本台帳法施行令（昭和４２年政令第２９２号）第３０条の

２６第１項に規定する通称をいう。）を含む。以下同

じ。）、氏若しくは名又は名称を表しているもの（氏名につ

いて、その一部を組み合わせたもの並びに氏及び名につい

て、平仮名又は片仮名に替えられているものを含む。） 

資料３ 
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いるものを含む。） 

 (2)－(4) （略）  (2)－(4) （略） 

２ （略） ２ （略） 

 （印鑑登録原票の登録事項）  （印鑑登録原票の登録事項） 

第６条 市長は、印鑑の登録の申請について確認したうえ、印鑑

登録原票に印影のほか、その登録申請者に係る次に掲げる事項

を登録しなければならない。 

第６条 市長は、印鑑の登録の申請について確認したうえ、印鑑

登録原票に印影のほか、その登録申請者に係る次に掲げる事項

を登録しなければならない。 

 (1)・(2) （略）  (1)・(2) （略） 

 (3) 氏名（住民票に旧氏が記載されている者についてはその旧

氏を、住民票に通称が記載されている者についてはその通称

を、認可地縁団体についてはその名称を含む。以下同じ。） 

 (3) 氏名（認可地縁団体については、その名称） 

 (4)－(6) （略）  (4)－(6) （略） 

２ （略） ２ （略） 

 （印鑑登録の抹消）  （印鑑登録の抹消） 

第１５条 市長は、第１２条（亡失の場合に限る。）若しくは前

条に規定する届出があったとき又は第２条第１項第１号に規定

する者については第１号から第４号までのいずれかに該当する

とき若しくは認可地縁団体については第５号から第７号までの

いずれかに該当するときは、印鑑の登録を抹消しなければなら

ない。 

第１５条 市長は、第１２条（亡失の場合に限る。）若しくは前

条に規定する届出があったとき又は第２条第１項第１号に規定

する者については第１号から第４号までのいずれかに該当する

とき若しくは認可地縁団体については第５号から第７号までの

いずれかに該当するときは、印鑑の登録を抹消しなければなら

ない。 

 (1) 他の市町村に転出したとき又は法第３０条の４５に規定す

る外国人住民が、同条の表の上欄に掲げる者でなくなったと

 (1) 他の市町村に転出したとき又は外国人住民が、法第３０条

の４５の表の上欄に掲げる者でなくなったとき。 



- 3 - 

 

き。 

 (2)－(7) （略）  (2)－(7) （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

  

  

   附 則  

 この条例は、令和元年１１月５日から施行する。  

  

 



 

                          議案第  号資料  

 

   秦野市印鑑条例の一部改正について 

 

１ 目的・必要性 

  婚姻後も旧氏（旧姓）を使う女性が増加する中、国は平成３１年４月１７

日付けで、「住民基本台帳法施行令」、「電子署名等に係る地方公共団体情

報システム機構の認証業務に関する法律施行令」及び「行政手続における特

定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令」の一部を改正

する政令を公布し、本人から請求があった場合に、住民票等に旧氏の併記が

できることとしました。 

  この改正により、住民票の写し、マイナンバーカード、通知カード、住民

票記載事項証明書、閲覧台帳、転出証明書及び住民基本台帳ネットワークシ

ステムの本人確認情報に、旧氏の併記ができるようになります。 

  しかし、印鑑登録の規定については、各自治体が条例で定めているため、

印鑑登録においても旧氏での登録ができるよう、秦野市印鑑条例を改正する

ものです。 

 

２ 条例改正の概要 

 (1) 登録できる印鑑に旧氏を追加（第５条） 

 (2) 印鑑登録原票の登録事項に旧氏を追加（第６条） 

 

３ 条例改正の施行日 

  令和元年１１月５日 

 

４ 旧氏併記の注意点 

 (1) 旧氏記載の請求者は、記載を求める旧氏がその者の旧氏であることを証

明するため、旧氏が記載されている戸籍謄本等から現在の氏が記載されて

いる戸籍に至る全ての戸籍謄本等が必要となります。 

 (2) 旧氏併記をする場合、現在の氏と旧氏との両方が必ず記載されます。使

用目的によりどちらか一方の氏のみを記載することはできません。 

 (3) 住民票、マイナンバーカード及び印鑑登録証明書の全てに旧氏が記載さ

れます。いずれかを選択して併記することはできません。 

資料４ 



印 鑑 登 録 証 明 書 

 

印   影 
氏 名  秦野 花子    （旧氏 丹沢      ） 

 生 年 月 日  平成  年  月  日 

住

所 

秦野市   番   号 

    ハイツ     号 

 

この写しは、印鑑登録原票と相違ないことを証明する。 

 

   令和元年  月  日 

 

          神奈川県秦野市長 高 橋 昌 和 

 

     住 民 票              ▼神奈川県秦野市 

氏

名 

 ﾊﾀﾞﾉ ﾊﾅｺ 旧

氏 

 ﾀﾝｻﾞﾜ 性別 生 年 月 日 続    柄 

 秦野  花子  丹沢 女 平成  年  月  日  世帯主 

住

所  秦野市   番   地 
      ハイツ     号 

住民となった年月日 

平成  年  月  日 

世
帯
主  秦野 花子 

本
籍  秦野市   番   地 筆頭者  秦野 花子 

前
住
所 

 秦野市   丁目  番  号 
 

転

出 

 

 

備
考 

 
                    住民票コード：      個人番号：       

この写しは、世帯全員の住民票の原本と相違ないことを証明する。 

  令和元年  月  日  神奈川県秦野市長 高 橋 昌 和 

丹 
沢 

印 

印 

資料５ 
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政策会議付議事案書（令和元年７月２３日） 

提案課名 学校教育課  経営総務課  

報告者名 久保田 貴  志村 高史  

事案名 学校給食センター（仮称）施設整備・運営事業の受注者募集について 資料 有 

目
的
・
必
要
性 

学校給食センター（仮称）の施設整備及び運営を公民連携による「秦野方式」で   

実現するため、受注者に求める資格要件や要求事項、受注候補者の選定に係る総合  

評価の基準等を定めて公表するものです。 

なお本事業では、民間企業が技術力と創意工夫を最大限に発揮して質の高い事業 

提案を行えるよう、募集に当たっては法令や関係基準等の遵守を前提に、施設の設計

や実施手法等の提示・制約は最小限とします。そのため従来の総合評価方式による  

施設整備事業やＰＦＩ事業における要求水準書のような、詳細にわたる条件提示は 

行わず、本事業の実施計画（要求事項）を合わせて公表することで、受注希望者の   

具体的な提案につなげることとします。 

経
過
・
検
討
結
果

 

１ 「秦野市学校給食施設整備・運営事業実施方針」を公表（5月17日） 

２ 実施方針に関する説明会（現地見学会）を開催（5月29日） 

３ 実施方針に関する質問受付及びサウンディング（個別対話）を実施（～6月21日） 

４ 実施要項等に関する協議等（7月19日） 

(1) 第１回選定委員会での協議（7月19日午前） 

(2) 教育委員会会議での審議及び議決（同日午後） 

決
定
等
を
要
す
る
事

項 

１ 受注者の募集及び選定方法 

公募型プロポーザル方式とし、資格要件を満たす専門企業で構成するグループ 

からの事業提案を選定委員会において評価します。 

選定委員会の評価の結果、最も優れた提案者を受注候補者として選定し、提案 

内容を反映した契約事項の確認・協議（契約交渉）を行い、市と受注者の合意に  

基づき、基本協定及び関係契約を締結します。なお、基本協定の仮契約は本年１１

月、本契約は１２月、その他の関係契約は令和３年９月末までに締結する予定です。 

２ 基本協定及び関係契約の締結について 

(1) 本事業の「基本協定」は、受注者決定後に代表企業及び構成企業と締結します。 

(2) 「事業用定期借地権設定契約」は、代表企業のうち施設所有者と締結します。 

なお、事業用地を所管する上下水道局は、既存建物の解体工事完了後に用途  

廃止を行った上で教育部と普通財産の使用協定を締結し、代表企業（施設所有者）

との契約は、上下水道局が締結します。 

  ア 契約期間  令和元年１２月から令和２３年１１月まで（２２年） 

イ 地  代  １平方メートル当たり月額３１６円（総額約２.６億円を想定） 

ウ 地代の免除 建設期間（令和３年９月末まで）の地代は免除します。 

議題２ 
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決
定
等
を
要
す
る
事
項 

(3) 「センター施設賃貸借契約」は、代表企業のうち施設所有者と締結します。 

  ア 契約期間  令和３年１０月から令和２３年１１月まで（２０年２か月） 

  イ 契約金額  受注者の提案により協議の上、決定します。 

(4) 「調理運営業務委託契約」は、代表企業のうち調理運営企業と締結します。 

 ア 契約期間  令和３年１０月から令和２３年１１月まで（２０年２か月） 

 イ 契約金額  受注者の提案により協議の上、決定します。 

※ 市が受注者に支払うサービス対価の総額は次のとおりです。 

・ 計画事業費（事業開始時）  総額60億円以内 

・ 総額事業費（変動分含む。） 総額69億円以内 

３ 学校給食センター（仮称）の設置 

施設完成後は市が直接給食事業を運営するため、施設の全部又は一部を借上げて

学校給食センター（仮称）を設置し、栄養士等の職員を配置します。 

なお、センターの設置に関する条例制定は、令和３年９月議会までに上程する 

予定です。 

今
後
の
取
扱

い 

１ 令和元年７月24日 

  定例記者会見で「受注者募集について」発表 

２ 令和元年７月25日 

  市ホームページ等で実施要項等の公表（募集開始） 

３ 令和元年９月２日～６日 

  参加申込書の受付期間 

４ 令和元年９月30日～10月４日 

  事業提案書の受付期間 

５ 令和元年10月23日～25日 

  受注候補者の選定（提案者プレゼンテーション） 

６ 令和元年11月上旬 

  受注候補者との契約交渉及び仮契約の締結 

７ 令和元年12月中旬 

  契約締結、設計業務等の開始 

８ 令和３年９月 

  調理運営業務委託契約の締結 
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秦野市学校給食センター（仮称）施設整備及び運営事業の 

受注者募集について 

 

令和３年(２０２１年)１２月から、公民連携による中学校完全給食を共に 

実現するためのパートナーとして、学校給食センター（仮称）施設整備及び  

運営事業の受注者を募集します。 

本事業では、公民連携の代表的手法であるＰＦＩ方式の仕組みを取り入れ 

ながら、本市の実情に合わせて、より効果的・効率的に事業を推進できるよう、

様々な工夫を取り入れたＰＰＰ方式（＝秦野方式）による実現を目指します。 

 

１ 公民連携による事業手法 

(1) 公有地の活用 

市は事業用地（秦野市曽屋８３０－１）に、借地借家法に基づく事業用

定期借地権を設定し、受注者に貸し付けることとします。 

なお、借地権の存続期間（契約期間）は令和元年１２月から令和２３年

１１月まで（２２年）とする予定です。 

(2) 民間活力による施設の整備及び維持管理 

受注者は事業用地を市から借り受け、学校給食センター施設を設計し、

令和３年９月末までに建設することとします。また、受注者は将来にわた

り施設を所有し（市への所有権移転は行わず）、所有する施設及び設備等を

事業期間にわたり維持管理することとします。 

(3) 民設公営（施設貸与型）による学校給食事業の運営 

市は受注者が建設した学校給食センター施設を借り受け、「秦野市学校 

給食センター（仮称）」を設置します。また、センターには栄養士等の職員

を配置し、献立作成や食材調達等を直接行います。なお、給食調理、衛生

管理、洗浄及び残渣処理、配送・回収等の業務は市が受注者に委託します。 

２ 受注者の募集方法 

市が受注者に求める資格要件や要求事項、受注候補者の選定に係る総合 

評価の基準等を「公募型プロポーザル実施要項」として公表します。 

本事業では、民間企業が技術力と創意工夫を最大限に発揮して質の高い 

事業提案を行えるよう、法令や関係基準等の遵守を前提に、施設の設計や  

実施手法等の提示・制約は最小限とします。そのため、従来の総合評価方式

による施設整備事業やＰＦＩ事業における「要求水準書」のような詳細に  

議題２資料 
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わたる条件提示は行わず、本市が目指す中学校給食の事業計画（要求事項）

を公表することで、受注希望者の具体的な事業提案につなげることとします。 

３ 受注候補者の選定 

  受注候補者の選定は、学識経験者等８名で構成する選定委員会が行います。 

  なお、委員名は受注候補者決定までは公表せず、受注候補者の決定と合わ

せて公表することとします。また会議は非公開とします。 

 (1) 構成 

  ア 秦野市立小学校及び中学校の保護者代表１名 

  イ 栄養学及び献立開発の学識経験者１名 

  ウ 建設及び都市環境の学識経験者１名 

  エ ＰＰＰ（公民連携）の学識経験者１名 

  オ 本市の職員のうち教育委員会が指名する者４名 

 (2) 開催予定等 

  ア 第１回選定委員会（７月 19 日（金）午前 10 時 30 分～正午） 

事業概要、受注候補者の募集及び評価基準等について協議 

  イ 第２回選定委員会（10 月中旬） 

    事業提案内容の確認等 

ウ 第３回選定委員会（10 月 23 日～25 日）※応募者数に応じて開催 

事業提案者によるプレゼンテーション及び審査 

  エ 第４回選定委員会（11 月上旬） 

契約交渉の結果、契約内容等について協議 

４ 評価基準等 

  評価は「提案評価（800 点満点）」及び「事業費評価（200 点満点）」の合計

1,000 点とします。 

ア 提案評価 

事業提案に対する配点は 800 点（委員一人につき 100 点）とし、提案  

項目ごとに次表に基づき４段階で評価します。 

（評価基準及び配点） 

評価 評 価 基 準 配点 

Ａ 要求事項に対して非常に優れた提案である。 配点×1.0 

Ｂ 要求事項に対して優れた提案である。 配点×0.6 

Ｃ 要求事項を満たす提案である。 配点×0.2 

Ｄ 要求事項を満たしていない。 配点×0.0 
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イ 評価項目及び配点 

提案事項、評価の視点及び配点 配点 

Ａ 本事業の実施方針（施設整備及び運営） 20 

 １ グループの構成及び実施体制 5 

 ２ 資金計画（資金調達方法、経営計画等） 5 

 ３ 事業計画（事業の継続性・安定性、将来リスクへの対応等） 5 

 ４ 質の高い給食の提供方針（食材管理、調理従事者の研修等） 5 

Ｂ 安全・安心でおいしい、生徒が喜ぶ秦野らしい給食 25 

 １ 衛生管理方針（事故防止策、危機管理対応等） 5 

 ２ アレルギー対応方針（事故防止策、危機管理対応等） 5 

 ３ 調理方針（手作り給食の実施、冷凍品の使用割合等） 5 

 ４ 施設・設備維持管理方針 5 

 ５ 「秦野らしい給食」に関する独自提案 5 

Ｃ 生徒及び教職員の負担軽減につながる配送・配膳計画 15 

 １ 配送計画（人員配置、車両整備計画等） 5 

 ２ 配膳の工夫（負担軽減・時間短縮の方策） 5 

 ３ 負担軽減に関する独自提案 5 

Ｄ 学校給食を通じた食育及び地産地消の推進 10 

 １ 食育の推進に資する施設整備・運営方針 5 

 ２ 地産地消の推進に資する施設整備・運営方針 5 

Ｅ 環境やライフサイクルコストへの配慮 15 

 １ 都市環境・周辺環境に配慮した施設整備・運営方針 5 

 ２ ライフサイクルコスト低減のための施設整備・運営方針 5 

 ３ 環境に関する独自提案（省エネルギー、食品ロス削減等） 5 

Ｆ 学校給食事業を通じた地域貢献 15 

 １ 地元企業の参画状況 5 

 ２ 地域経済や雇用創出等の地域振興策 5 

 ３ 地域貢献に関する独自提案（公益事業への寄与等） 5 

ウ 事業費評価 

   事業費に対する配点は 200 点として、次表に基づき算出します。 

評価点＝200 点－ 

 提案事業費－最低提案事業費  

×200 点 
 計画事業費  
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５ 受注者募集に係るスケジュール（予定） 

時  期 内   容 

4 月 19 日 基本計画の公表（施設整備等基本的事項の決定） 

5 月 17 日 実施方針の公表（事業スキームや施設機能要件等の公表） 

5 月 29 日 実施方針に関する説明会（現地説明会） 

5 月 29 日 

～6 月 21 日 
質問の受付及びサウンディング（個別対話）の実施 

6 月 27 日 中学校給食推進懇話会で計画要件（食器の構成等）を検討 

6 月 28 日 教育委員会会議で選定委員会の設置を決定 

7 月 19 日 第１回選定委員会（実施要項に関する協議） 

7 月 19 日 教育委員会会議で実施要項を決定 

7 月 23 日 政策会議に付議 

7 月 24 日 ７月定例記者会見での発表 

7 月 25 日 公募型プロポーザル実施要項の公表（受注者募集開始） 

9 月 2 日～6 日 受注希望者の参加申込書受付期間 

9 月 30 日 

～10 月 4 日 
事業提案書の受付期間 

10 月 23～25 日 受注候補者の選定（提案者からのプレゼンテーション） 

10 月下旬 

～11 月中旬 
契約交渉及び仮契約締結 

12 月中旬 市議会の議決による契約締結及び施設整備（設計等）着手 
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本市は、令和３年 12 月から全ての中学校（９校）で完全給食を開始

するため、「秦野市立中学校給食基本計画」を策定し、施設整備等の

基本的事項を決定しました。また、施設の整備及び運営手法は民間  

企業の技術力と創意工夫を生かした公民連携による「秦野方式」を  

実現するため、事業スキームや事業水準等に関する「秦野市学校給食

施設整備及び運営事業実施方針」を公表し、民間企業の意見や要望を  

反映しながら、様々な検討を重ねてきました。 

この実施要項は、本市の中学校完全給食を共に実現するための   

パートナーとして、学校給食センター（仮称）施設整備及び運営事業

の受注者を決定するために必要な事項を定めるものです。 

なお、この実施要項に記載していない事項については、本事業に  

関連して既に公表済の方針、計画及び質問への回答等によることとし

ます。ただし、実施要項の記載事項と既に公表済の実施方針等の内容

が異なる場合は、この実施要項を優先します。 

実施要項の位置付け 

 

秦野市学校給食センター（仮称）施設整備及び運営事業

公募型プロポーザル実施要項

受注候補者の募集及び選定方法等に関する要項

秦野市学校給食センター（仮称）施設整備及び運営事業実施計画

目指す中学校給食の実現に向けた具体的計画

秦野市学校給食施設整備・運営事業実施方針

施設の整備・運営に関する方針及び受注者に求める事項

秦野市立中学校給食基本計画

施設の整備・運営に関する基本的事項

秦野市立中学校給食基本方針

中学校完全給食の実現に向けた取組方針

第１ 実施要項の目的等 
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本市の中学校給食事業は、次の目的や方針等に沿って実施します。 

１ 中学校給食事業の目的 

(1) 未来を担う子供たちの心身ともに健全な育成 

(2) 子育て支援策としての保護者の負担軽減 

(3) 学校給食事業を通じた地域振興 

２ 秦野市立中学校給食基本方針 

(1) 保護者・学校及び行政が連携した学校給食の早期実現 

(2) 安全・安心でおいしい、生徒が喜ぶ学校給食の提供 

(3) 成長期にふさわしい、栄養バランスを考えた学校給食の提供 

(4) 学校給食を通じた食育の推進 

(5) 地産地消の視点を生かした学校給食の推進 

３ 秦野市立中学校給食基本計画の骨子 

(1) 喫食形態は、「全員喫食」を基本とします。 

(2) 配膳方式は、「食器・食缶方式」とします。 

(3) 提供方式は、「センター方式（共同調理場方式）」とします。 

(4) 全ての中学校に「コンテナ配送用エレベーター」を設置します。 

(5) 調理施設の整備・運営手法は、民間活力を生かした「秦野方式   

（公民連携方式）」とします。 

また、保護者や学校の代表等で構成する「推進会議」から、検討結果

とともに提出された要望事項は次のとおりです。 

４ 推進会議からの要望事項 

(1) 生徒が喜ぶ秦野らしい給食の実現 

(2) 食育の推進 

(3) 生徒・教職員の負担軽減 

(4) 財政負担を考慮した効果的・効率的な事業執行 

(5) 中・長期的視点に立った自校方式の検討 

 

  

第２ 事業目的等 
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１ 事業名称 

  秦野市学校給食センター（仮称）施設整備及び運営事業 

２ 事業目的 

本事業は、令和３年９月末までに学校給食センター施設を整備し、

令和３年 12 月から令和 23 年 11 月まで本市の全ての中学校でセンター

方式（共同調理場方式）の完全給食を実施することを目的とします。 

３ 事業方式 

本事業は、公民連携方式の代表的手法であるＰＦＩ方式の仕組みを

取り入れながら、本市の実情に合わせて、より効果的・効率的に事業

を推進できるよう、様々な工夫を取り入れたＰＰＰ方式（＝秦野方式）

による実現を目指します。 

なお、本事業における公民連携の具体的手法は次のとおりです。 

(1) 公有地の活用 

市は、事業用地（秦野市曽屋 830-1）に、借地借家法（平成３年    

法律第 90 号）第 23 条第２項に定める事業用定期借地権を設定し、  

受注者に貸付けます。なお、借地権の存続期間（契約期間）は 22 年

とします。 

(2) 民間活力による施設の整備及び維持管理 

受注者（借地権者）は、市から事業用地を借受け、関係法令等を  

遵守し、市の要求事項を満たす学校給食センター施設を設計して、 

令和３年９月末までに建設することとします。また、受注者は将来に

わたり施設を所有し、市への所有権移転は行わず、所有する施設及び

設備等を事業期間にわたり適正に維持管理することとします。 

(3) 民設公営（施設貸与型）による学校給食事業の運営 

市は、受注者（施設所有者）が建設した施設を借受け、同施設に  

「秦野市学校給食センター（仮称）」を設置します。また、センター

には栄養士等の職員を配置し、献立の作成や食材の調達等を直接行い

ます。なお、市は給食調理、配送・回収、洗浄、衛生管理等の業務を

受注者に委託します。 

 

第３ 事業概要 
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４ 事業スキーム 

本事業で想定するスキームは次のとおりです。 

(1) 概念図 

 

(2) 基本的考え方（用語等の定義） 

 用語等 基本的考え方 

受注者 市が求める業務を確実に履行できる複数の企業で

構成するグループとします。なお、構成企業の数や業

種は受注者の判断に委ねますが、プロポーザル参加時

点では設計企業、調理設備企業及び調理企業が、また

基本協定締結時点では設計企業、調理設備企業、調理

企業、建設企業及び維持管理企業が必ず参加している

こととします。 

代表企業 グループを代表して事業を統括し、市との契約事務

や業務の協議及び連絡調整等の全てを担う単体又は

複数の企業とします。また、代表企業は施設を所有し、

運営業務を受託することとしますが、これを二つの 

企業が分担することも可とします。 

統括代表企業  代表企業のうち、市との連絡調整等を担う企業と 

します。 

施設所有者  代表企業のうち、事業用地の借地権者となり、   

施設を所有する企業とします。また施設所有者は、市

と事業用地及び施設に係る契約を結ぶこととします。 

金融機関等  

〔発注者〕 〔受注者〕 

施設所有者  

代表企業  

運営業務  

受託者  

構成企業  協力企業  
事業用定期借地権

設定契約  

構成企業  

構成企業  

構成企業  

協力企業  

協力企業  

協力企業  

秦野市  
基本協定  

定期建物賃貸借

契約  

運営業務委託  

契約  

（必要に応じて）  

協定等  融資契約等（建設費）  
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 用語等 基本的考え方 

運営業務受託者  代表企業のうち、運営業務を受託する企業としま

す。また運営業務受託者は、市と運営業務委託契約を

結ぶこととします。 

構成企業  代表企業と共にグループを構成し、本事業に係る 

業務を代表企業から受託又は請け負う企業とします。 

協力企業  代表企業及び構成企業以外の企業で、本事業に係る

業務を代表企業又は構成企業から受託又は請け負う

企業とします。 

基本協定  本事業の受注者を決定し、発注者である市と受注者

の業務の分担や義務等について定めます。 

事業用定期借地

権設定契約 

受注者を借地権者、市を借地権設定者として、借地

借家法（平成３年法律第 90 号）第 23 条第 2 項に定め

る事業用定期借地権設定契約を結びます。 

定期建物賃貸借

契約 

市が施設所有者から施設を借受けるため、貸付条件

等を定める定期建物賃貸借契約を結びます。 

運 営 業 務 委 託 

契約 

運営業務受託者が、市から運営業務を受託するた

め、委託条件等を定める業務委託契約を結びます。 

５ 業務の範囲 

  本事業において受注者に求める主な業務は次のとおりです。 

(1) 施設整備業務 

ア 設計業務（基本設計、実施設計及び設計に伴う近隣対応等） 

イ 建設業務（工事及び必要な調査、手続、工事に伴う近隣対応、 

電波障害対策等） 

ウ 工事監理業務（工事の監理） 

エ 調理設備等調達業務（厨房設備等の調達、設置等） 

オ その他施設整備に関する業務 

(2) 運営業務 

  ア 開業準備業務 

  イ 調理業務（アレルギー対応食を含む。） 

  ウ 衛生管理業務 

  エ 洗浄及び残渣処理業務 

  オ 配送・回収業務 

  カ 建築物及び建築設備点検保守・修繕業務 
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  キ 建築設備運転監視業務 
  ク 食器・食缶等及び備品類保守管理業務 

  ケ 清掃業務（日常及び定期の清掃等） 

  コ 警備業務 

  サ その他運営に関する業務 

６ 業務の分担 

本事業における市と受注者の主な業務の分担は次のとおりとします。 

業 務 業 務 内 容 市 受注者 

施設整備 事業用地の確保 ○  

 施設の設計、建設及び工事の監理  ○ 

 設備等の調達・設置  ○ 

 備品類の調達・設置 ○ ○ 

運営 開業準備 ○ ○ 

 献立作成・栄養指導 ○  

 食数の決定 ○  

 食数の管理  ○ 

 食材の調達・検収 ○ ○ 

 調理（アレルギー対応食を含む。）  ○ 

 調理等の確認 ○  

 衛生管理 ○ ○ 

 作業工程表等の作成  ○ 

 保存食の管理（原材料・調理済食品等）  ○ 

 検食 ○  

 配缶、配送・回収  ○ 

 洗浄・消毒・清掃（調理設備等）  ○ 

 残渣の計量及び廃棄物の処理  ○ 

 建築物及び建築設備点検保守・修繕  ○ 

 建築設備運転監視  ○ 

 食器・食缶等及び備品類保守管理  ○ 

 食器・箸等の補充 ○  

 警備・清掃（施設）  ○ 
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７ 事業スケジュール（予定） 

  本事業で予定するスケジュールは、概ね次のとおりです。 

  詳細は市と受注者が協議して決定します。 

(1) 基本協定の締結 

   令和元年 12 月 

(2) 設計及び建設期間 

   令和元年 12 月から令和３年９月まで（約１年９か月） 

(3) 開業準備期間 

   令和３年 10 月から 11 月まで（約２か月） 

(4) 給食提供開始 

   令和３年 12 月 

(5) 事業用定期借地権設定契約期間 

   令和元年 12 月から令和 23 年 11 月まで（22 年） 

(6) 学校給食センター施設の賃貸借契約期間 

   令和３年 10 月から令和 23 年 11 月まで（20 年２か月） 

(7) 運営業務委託契約期間 

令和３年 10 月から令和 23 年 11 月まで（20 年２か月） 
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１ 事業費 

本事業の事業費は、総額で６０億円以内（消費税及び地方消費税  

相当額を含む額）とします。ただし、設備の老朽化や物価の変動等に

伴う将来リスクに対応するため、市と受注者の協議により、事業期間

において９億円を上限とする事業費の増額を認めることとします。 

当初事業費 ６０億円 

 将来リスク分負担額 ９億円を限度とする。 

総事業費（リスク負担分を含む。） ６９億円を限度とする。 

本事業の契約限度額は、5,454,545,455円（消費税及び地方消費税

相当額を含まない。）とします。 

なお、将来にわたるリスク負担分を含める提案における契約事業費

の限度額は、6,272,727,273円（消費税及び地方消費税相当額を含ま

ない。）とします。 

２ 契約種別等 

本事業において市と受注者が締結する契約の種別及び期間は、次の

とおりとします。また、市が受注者に支払うサービスの対価は、事業

期間における「③定期建物賃貸借契約額（施設整備費及び維持管理費

相当額）」及び「④運営業務委託契約額」の総額（消費税及び地方    

消費税相当額を含む。）とします。 

ただし詳細については、受注者決定後の協議により決定します。 

契約種別 契約相手方 契約期間 

① 基本協定 
代表企業 

及び構成企業 

令和元年 12 月 

～23 年 11 月 

② 事業用定期借地権設定契約 施設所有者 
令和元年 12 月 

～23 年 11 月 

③ 定期建物賃貸借契約 施設所有者 
令和 3 年 10 月 

～23 年 11 月 

④ 運営業務委託契約 運営業務受託者 
令和 3 年 10 月 

～23 年 11 月 

 

第４ 契約に関する事項 
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３ 受注者の収入 

市は、本事業で受注者が提供するサービスに対し、別途締結する  

契約書に定めるサービスの対価を支払うこととします。 

(1) サービスの対価及び支払方法 

ア 施設整備業務 

   (ｱ) 設計及び工事監理業務（事務費等） 

     業務の対価として、業務完了時点の一括払いとします。 

   (ｲ) 建設業務（固定費） 

施設使用の対価として、事業期間にわたる割賦払いとします。 

   (ｳ) 調理設備等調達業務（固定費） 

施設使用の対価として、事業期間にわたる割賦払いとします。 

  

令和元年  令和 2 年  令和 3 年  令和 23年  

10 月  

設計業務等  

12 月  Ｘ月  

建設工事  

10 月  

開業準備  

12 月  

運営業務  

12 月  

業 

務 

契
約
等 

① 基本協定  

② 事業用定期借地権設定契約  

③ 定期建物賃貸借契約  

④ 運営業務委託契約  



 

- 10 - 

 

イ 運営業務 

(ｱ) 開業準備業務（事務費等） 

  業務の対価として、業務完了時点の一括払いとします。 

(ｲ) 調理業務等（変動費） 

運営業務の委託料として、事業期間にわたる均等払いとします。

ただし５年ごとに契約内容の見直しを行い、業務の確実な履行と

適正水準の維持に努めることとします。 

(ｳ) 施設維持管理業務（変動費） 

     施設使用の対価として、事業期間にわたる均等払いとします。 

(2) サービス対価の変動リスクへの対応 

  ア 設備等調達業務（固定費） 

    経年劣化に伴う設備の更新や新技術導入に伴う設備の入替等は、

市と受注者が協議の上で実施の要否及び必要経費等を決定し、  

必要な費用は市が負担することとします。ただし、維持管理上の

不備等による費用は施設所有者が負担することとします。また、

設備入替の効果等は維持管理費に反映することとします。 

イ 運営業務（変動費） 

物価等の著しい変動等については、別途定める基準に基づき、 

必要に応じて市と受注者が協議の上でサービス対価の見直しを  

行うこととします。 
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 本事業の参加資格要件は、次のとおりとします。 

１ 応募者の構成等 

(1) 応募者は、設計業務を実施する者（以下「設計企業」という。）、

調理設備・調理備品等を調達・設置する者（以下「調理設備企業」

という。）及び運営業務を実施する者（以下「運営企業」という。）

を含む複数の企業（以下「構成企業」という。）により構成する   

グループ（以下「参加グループ」という。）とします。 

(2) 参加グループは、施設完成後に施設を所有する者及び運営業務を

受託する者を含む代表企業を定め、代表企業のうち１社は事業全体

を統括し、市との連絡調整を行う企業（以下「統括代表企業」と    

いう。）とします。ただし、同一の者又は相互に資本面若しくは    

人事面において関連のある者が、建設業務と工事監理業務とを実施

することはできません。なお参加グループは、地域経済の活性化や

地元企業の育成等の観点から、市内に本店又は主たる営業所を有し

ている企業の参画や地域住民の雇用促進等を積極的に検討してくだ

さい。 

(3) 参加グループは、プロポーザル参加時点の構成に必ず、設計企業、

調理設備企業及び運営企業を含めてください。その他の企業は、  

事業着手までに代表企業の責任において決定し、市に報告してくだ

さい。なお、１者が複数の業務を兼ねて実施すること、業務範囲を

明確にした上で各業務を複数の者で分担することも可能とします。 

(4) 上記において、「資本面若しくは人事面において関連のある者」

とは、次のア又はイに該当する者とします。 

ア  当該企業の発行済株式総数の 100分の 50を超える株式を有し、  

又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている者 

イ 当該企業の代表権を有する役員を兼ねている者 

(5) 設計企業、調理設備企業及び運営企業は、少なくとも以下の業務

を実施するものとします。 

ア 設計企業 

「第３ ５(1)ア」に掲げる設計業務 

 

 

第５ 参加資格要件 
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イ 調理設備企業 

「第３ ５(1)エ」に掲げる調理設備等調達業務（必要に応じて

「第３ ５(2)ア」に掲げる開業準備業務の支援を行うこと。） 

ウ 運営企業 

「第３ ５(2)」に掲げる運営業務 

(6) 統括代表企業は、応募手続や優先交渉権者となった場合の契約  

事務を含め、市との調整・協議等における窓口役を担うほか、本   

事業に係る参加グループ内の全ての調整等の責任を負うものとし、

市への書類提出及び市からの通知等については、原則として全て 

統括代表企業を通じて行ってください。 

(7) 優先交渉権者となった応募者が、本事業を遂行するために会社法

（平成 17年法律第 86号）に定める株式会社として特別目的会社  

（以下「ＳＰＣ」という。）を設立するか否かは、応募者の提案に

よるものとします。ただし、ＳＰＣを設立する場合は、次の要件を  

全て満たしてください。 

ア 優先交渉権者は、市との仮契約締結までに、秦野市にＳＰＣを  

設立すること。 

イ 優先交渉権者の代表企業は、ＳＰＣに必ず出資するとともに、  

統括代表企業はＳＰＣの出資者のうち最大の出資を行うこと。 

ウ 構成企業以外のＳＰＣへの出資は認めない。 

エ 出資者である構成企業は、本事業が終了するまでＳＰＣの株式

を保有するものとし、市の事前の書面による承諾がある場合を除

き、譲渡、担保権等の設定その他の一切の処分を行わないこと。 

オ ＳＰＣから直接業務を受託することができるのは、構成企業の

みとする。 

(8) 応募者の構成企業の追加・変更については、事前に市と協議を行

ってください。提案書の提出以降の代表企業以外の構成企業の追加・  

変更については、当該変更後においても事業者の提案内容が担保  

されることを市が確認した場合に限り認めます。 

(9) 一応募者の構成企業は、他の応募者の構成企業になることはでき

ません。ただし、市が受注候補者との事業契約を締結後、選定され
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なかった応募者グループの構成企業が、事業者の業務等を支援及び

協力することは可能とします。 

(10) 構成企業は、業務の一部について、第三者に委任、又は下請負人

を使用することができますが、その際は、当該委任又は請負に係る 

契約を締結する前に市に通知し、承諾を得ることとします。 

２ 構成企業の制限 

次に該当する者は、応募者の構成企業となることはできません。 

(1) 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の４の規定に 

該当する者 

(2) 設計企業及び建設企業は、参加資格確認申請書の提出日において、

本市の指名停止又は指名留保措置を受けている者 

(3) 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づき更生手続開始の申立

をしている者又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づき再生

手続開始の申立をしている者（ただし、手続開始の決定を受けた者

で、所定の手続に基づく再認定等を受けている場合を除く。） 

(4) 破産法（平成 16年法律第 75号）の規定に基づき破産手続開始の  

申立がなされている者、手形交換所による取引停止処分を受けて  

から２年間を経過しない者又は提案書提出日前６か月以内に手形、

小切手を不渡りしている者 

(5) 法人税、消費税、法人事業税又は法人市民税を滞納している者 

(6) 次に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団準構成員並びに暴力  

行為の常習者又はそのおそれのある者 

ア  暴力団とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

（平成３年法律第77号。以下「暴対法」という。）第２条第２号に

規定する団体をいう。 

イ 暴力団員とは、暴対法第２条第６号に規定する暴力団の構成員を

いう。 

ウ 暴力団準構成員とは、暴力団員以外の者であって、暴力団の周辺

にあり、これと交わりを持つ次のいずれかに該当するものをいう。 

(ｱ) 暴力団の威力を背景に、暴対法第２条第１号に規定する暴力的

不法行為等を行うおそれがある者 



 

- 14 - 

 

(ｲ) 暴力団又は暴力団員に対し、資金、武器等の供給を行う等、  

暴力団の維持、運営に協力し又は関与する者 

(7) 市が本事業のために設置する選定委員会の委員又はこれらの者と

資本面若しくは人事面において関連がある者。なお、「資本面におい

て関連がある者」とは、当該企業の発行済株式総数の 100分の 50を  

超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資を

している者、「人事面において関連がある者」とは、当該企業又は  

法人の代表権を有する役員である者及びその者が属する企業又は 

法人をいいます。 

３ 参加資格の確認 

応募者の参加資格の確認は、参加資格確認申請書の提出締切日としま

す。ただし、参加資格確認後、審査結果の公表までの期間に、応募者が

上記応募者の備えるべき参加資格要件を欠くような事態が生じた場合

には、失格とします。 

なお、優先交渉権者の決定以降、事業契約締結までの期間に、優先  

交渉権者の構成企業が応募者の参加資格要件を欠くような事態が生じ

た場合には、契約を締結しない場合があります。 

４ 応募に関する留意事項 

(1) 公正な応募の確保 

応募者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和

22年法律第54号）等に抵触することのないように留意してください。 

また、応募者は、実施要項等に定めるもののほか、秦野市契約規則

（昭和39年秦野市規則第23号）その他関係法令を遵守してください。 

(2) 応募者に求められる義務 

応募者は、「第６ 公募型プロポーザルの実施方法」に示す提出書

類（以下「応募書類等」という。）を指定した方法により提出してく

ださい。また、応募者は、市から応募書類等について説明を求められ

た場合は、これに応じることとします。 

(3) 応募書類等の書換え等の禁止 

応募者は、提出した応募書類等の書換え、引き替え、又は撤回を   

行うことができません。 
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(4) 応募の無効 

次のいずれかに該当する応募は、無効とします。 

ア 実施要項に示した参加資格要件のない者が応募を行ったとき。 

イ 実施要項等に定められた応募に関する条件に違反したとき。 

ウ 同一の応募者が２以上の応募を行ったとき。 

エ 応募者又はその代理人が他人の応募の代理を行ったとき。 

オ 応募に際して不正行為があったとき。 

カ 応募書の金額、氏名、印影若しくは重要な文字が誤脱し、又は 

不明な応募のとき。 

キ 実施要項等に定められた以外の方法で、応募を行ったとき。 

(5) 費用の負担 

応募に関して要する費用は、全て応募者の負担とします。 
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１ 提案を求める事項 

事業提案は、秦野市の現況、既に公表済の方針・計画等及び先行自

治体の事例等を踏まえ、次の提案事項に対する方針、実施体制及び計

画等について企画・提案してください。 

(1) 本事業の実施方針について 

  ア グループの構成及び実施体制（構成企業の受注実績等） 

  イ 資金計画（資金調達方法、経営計画等） 

  ウ 事業計画（事業の継続性・安定性、将来リスクへの対応等） 

  エ 質の高い給食の提供方針（食材管理、調理従事者の研修計画等） 

(2) 安全・安心でおいしい、生徒が喜ぶ秦野らしい給食について 

ア 衛生管理方針（事故防止策、危機管理対応等） 

イ 食物アレルギー対応方針（事故防止策、危機管理対応等） 

ウ 調理方針（手作り給食の実施、冷凍品の使用割合等） 

エ 施設・設備維持管理方針（修繕方針、設備更新計画等） 

オ 「秦野らしい給食」に関する独自提案 

(3) 生徒及び教職員の負担軽減につながる配送・配膳計画について 

  ア 配送計画（人員配置、車両整備計画等） 

  イ 配膳の工夫（負担軽減・時間短縮の方策） 

  ウ 負担軽減に関する独自提案 

(4) 学校給食を通じた食育及び地産地消の推進について 

  ア 食育の推進に資する施設整備・運営方針 

  イ 地産地消の推進に資する施設整備・運営方針 

(5) 環境やライフサイクルコストへの配慮について 

  ア 都市環境・周辺環境に配慮した施設整備・運営方針 

  イ ライフサイクルコスト低減のための施設整備・運営方針 

  ウ 環境に関する独自提案（省エネルギー、食品ロス削減等） 

(6) 学校給食事業を通じた地域貢献策について 

  ア 地元企業の参画状況 

  イ 経済振興や雇用創出等の地域振興策 

  ウ 地域貢献に関する独自提案（公益事業への寄与等） 

  

第６ 公募型プロポーザルの実施方法 
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２ 実施要項等に関する質問の受付及び回答 

(1) 提出書類 

実施要項等に関する質問書（様式１） 

(2) 受付期間 

ア 第１回 

７月 25 日(木)午前９時から８月 23 日（金）午後５時まで 

 イ 第２回 

   ９月６日（金）午前９時から同月 20 日（金）午後５時まで 

(3) 提出方法 

電子メールにより事務局へ提出してください。またメール送信後は、

電話により到達確認（午前９時から午後５時まで）を行ってください。 

(4) 回答方法 

 回答は、秦野市ホームページで公表します。 

３ 参加の申込み 

  本プロポーザルへの参加を希望する場合は、次により書類を提出  

してください。 

(1) 提出書類 

ア 参加資格確認申請書（様式２）２部 

イ 応募グループの構成企業表（様式３）２部 

ウ 応募グループの構成企業の概要（様式４）２部 

エ 「構成企業の制限」に係る確認書（様式５）２部 

オ 委任状〔代表企業用〕（様式６）２部 

カ 委任状（応募グループの構成企業の代表者から代表企業の代表者

への委任）(様式７)２部 

(2) 提出期間 

９月２日（月）午前９時から同月６日（金）午後５時まで 

(3) 提出場所 

  秦野市教育委員会教育部学校教育課（教育庁舎２階） 

(4) 提出方法 

持参又は郵送（提出期間内に到達したものに限ります。） 

提出された書類をもとにプロポーザル参加者を決定し、その結果を

９月 11 日（水）に参加者全員に電子メールで通知します。 
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(5) プロポーザルの辞退 

参加資格を有する者が本プロポーザルを辞退する場合は、プレゼン

テーション実施日の前日正午までに事務局へ辞退届（様式８）を提出

することとし、期日以降の辞退は原則として認めないこととします。 

なお、本プロポーザルを辞退した者は、これを理由として以後に  

不利益な扱いを受けるものではありません。 

４ 事業提案書の提出 

プロポーザル参加者は、次のとおり事業提案書を提出してください。 

なお、期限までに提出されない場合は辞退とみなします。 

(1) 提出書類 

Ａ４判で作成してください。提出書類及び部数は次のとおりです。 

ア 本事業の実施方針 

(ｱ) 実施方針に関する提案書〔表紙〕（様式９） 

(ｲ) グループの構成及び実施体制（様式 10） 

(ｳ) 資金計画書（様式 11） 

(ｴ) 事業計画書（様式 12） 

(ｵ) 質の高い給食の提供方針（様式 13） 

  イ 安全・安心でおいしい、生徒が喜ぶ秦野らしい給食 

   (ｱ) 安全・安心でおいしい、生徒が喜ぶ秦野らしい給食に関する

提案書〔表紙〕（様式 14） 

(ｲ) 衛生管理方針（様式 15） 

(ｳ) 食物アレルギー対応方針（様式 16） 

(ｴ) 調理方針（様式 17） 

(ｵ) 施設・設備維持管理方針（様式 18） 

(ｶ) 「秦野らしい給食」に関する独自提案（様式 19） 

  ウ 生徒及び教職員の負担軽減につながる配送・配膳計画 

(ｱ) 生徒及び教職員の負担軽減につながる配送・配膳計画に関す 

る提案書〔表紙〕（様式 20） 

(ｲ) 配送計画書（様式 21） 

(ｳ) 配膳の工夫（様式 22） 

(ｴ) 負担軽減に関する独自提案（様式 23） 
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  エ 学校給食を通じた食育及び地産地消の推進 

   (ｱ) 学校給食を通じた食育及び地産地消の推進に関する提案書

〔表紙〕（様式 24） 

   (ｲ) 食育の推進に資する施設整備及び運営の方針（様式 25） 

   (ｳ) 地産地消の推進に関する施設整備及び運営の方針（様式 26） 

  オ 環境やライフサイクルコストへの配慮 

   (ｱ) 環境やライフサイクルコストへの配慮に関する提案書〔表紙〕

（様式 27） 

   (ｲ) 都市環境・周辺環境に配慮した施設整備及び運営方針 

（様式 28） 

(ｳ) ライフサイクルコスト低減のための施設整備及び運営方針 

（様式 29） 

   (ｴ) 環境に関する独自提案（様式 30） 

  カ 学校給食事業を通じた地域貢献策 

   (ｱ) 学校給食事業を通じた地域貢献に関する提案書〔表紙〕 

（様式 31） 

   (ｲ) 地元企業の参画状況（様式 32） 

   (ｳ) 経済振興や雇用創出等の地域振興策（様式 33） 

   (ｴ) 地域貢献に関する独自提案（様式 34） 

  キ その他 

   (ｱ) 提案書類提出届（様式 35） 

   (ｲ) 提案金額（様式 36） 

   (ｳ) 提案金額内訳書（様式 37） 

   (ｴ) 施設整備業務内訳費（様式 38） 

   (ｵ) 運営業務内訳書（様式 39） 

(2) 提出部数 

 ア 正本１部 

イ 副本 10 部 

(3) 受付期間 

９月 30 日（月）午前９時から 10 月４日（金）午後５時まで 

(4) 提出場所 

   秦野市教育委員会教育部学校教育課（教育庁舎２階） 
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(5) 提出方法 

   期間内に持参してください。 

５ 提案書の取扱い 

(1) 著作権 

応募者から提出された提案書の著作権は、応募者に帰属します。 

ただし、市は、本事業の公表及びその他市が必要と認める場合、   

優先交渉権者として選定された応募者の提案書の一部を無償で使用

でき、また、優先交渉権者選定結果の公表に必要な範囲でその他の応

募者の提案書類の一部を無償で使用できるものとします。なお、提出

を受けた書類は一切返却しません。 

(2) 特許権等 

応募者の提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権

その他日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の対象とな

っている事業手法、工事材料、施工方法、維持管理方法、運営方法等

を使用した結果生じた責任は、応募者が負うものとします。 

これによって市が損失又は損害を被った場合には、当該応募者は市

に対して当該損失及び損害を補償及び賠償することとします。 

６ 様式等 

(1) 文字は読みやすい大きさ（12 ポイント以上）とします。 

(2) 各ページの下部にページ番号を記してください。 

(3) 事業提案書の作成は提案者の負担とします。 

(4) データを引用する場合は出典元を記載してください。 

(5) 提案者を特定できる内容（名称等）は記載しないでください。 

７ プレゼンテーションの実施方法 

(1) 日 時  10 月 23 日（水）から同月 25 日（金）までを予定 

※詳細は参加者に直接連絡します。 

(2) 場 所  秦野市総合体育館２階会議室 

(3) 出席者  ８名以内（代表企業、設計企業、調理設備企業及び 

運営企業は必ず出席してください。） 
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(4) 実施方法 

ア  発表順序   事業提案書の受付時にくじ引きを行い、数字の   

少ない順に発表を行うこととします。 

        例：くじの結果 Ａ社＝５、Ｂ社＝10 Ｃ社＝２ 

          発表順序  ①Ｃ社、②Ａ社、③Ｂ社 

イ 発表時間  一提案者あたり 80 分以内とします。 

（準備５分、説明 40 分、質疑応答 30 分、片付け５分） 

  ウ 事務局準備物品 

    ホワイトボード及びスクリーンは市が用意します。ただし、  

プレゼンテーションに必要なプロジェクター、その他の物品は提

案者が用意し、前日までに市に報告してください。 
  エ その他 

(ｱ) プレゼンテーションは、提案者名を伏せて行います。 

(ｲ) プレゼンテーションは、非公開とします。 

(ｳ) 説明は事業提案書にあらかじめ記載した内容のみとし、追加 

の説明資料等は認めないこととします。 

  オ 受注候補者の決定方法 

審査は、秦野市学校給食センター（仮称）施設整備及び運営事  

業に係る企画提案型事業選定委員会（以下「選定委員会」という。）

が行います。選定委員会は、全ての提案者のプレゼンテーション終

了後に評価項目ごとに評価を行い、合計点数の高い者から受注候補

者を決定します。 

  カ 選定結果 

    選定結果は後日、全ての参加者に通知します。 

８ 受注候補者の選定 

受注候補者の選定は、選定委員会が行います。なお、委員名は受注

候補者決定まで公表せず、受注候補者の決定と合わせて公表します。 

(1) 選定委員会の構成 

  ア 秦野市立小学校及び中学校の保護者代表１名 

  イ 栄養学及び献立開発の学識経験者１名 

  ウ 建設及び都市環境の学識経験者１名 

  エ ＰＰＰ（公民連携）の専門知識を有する者１名 
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  オ 本市の職員のうち教育委員会が指名する者４名 

(2) 選定委員会の会議 

   選定委員会の会議は、非公開とします。 

(3) 事業提案の確認・評価 

事業提案書及び提案者のプレゼンテーションにより、提案内容を確

認・評価します。 

プレゼンテーションでは、予め定めた評価基準に基づき、各項目 

４段階で評価し、委員の評点を合計した総得点が最も高い提案者を 

第１優先候補者として選定します。 

(4) 評価方法 

   評価は提案評価（800 点満点）及び事業費評価（200 点満点）の 

合計 1,000 点満点で行います。 

ア 提案評価 

事業提案に対する配点は 800 点（委員一人につき 100 点）とし、

提案項目ごとに次表に基づき４段階で評価します。 

評価 評 価 基 準 配点 

Ａ 要求事項に対して非常に優れた提案である。 配点×1.0 

Ｂ 要求事項に対して優れた提案である。 配点×0.6 

Ｃ 要求事項を満たす提案である。 配点×0.2 

Ｄ 要求事項を満たしていない。 配点×0.0 

イ 事業費評価 

    事業費に対する配点は 200 点として、次表に基づき算出します。 

評価点＝200 点－ 

 
提案事業費－最低提案事業費 

 

×200 点 
 計画事業費  
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(5) 評価項目及び配点 

  評価は次の項目について４段階で行います。 

提案事項、評価の視点及び配点 配点 

Ａ 本事業の実施方針（施設整備及び運営） 20 

 １ グループの構成及び実施体制（構成企業の受注実績等） 5 

 ２ 資金計画（資金調達方法、経営計画等） 5 

 ３ 事業計画（事業の継続性・安定性、将来リスクへの対応等） 5 

 ４ 質の高い給食の提供方針（食材管理、調理従事者の研修計画等） 5 

Ｂ 安全・安心でおいしい、生徒が喜ぶ秦野らしい給食 25 

 １ 衛生管理方針（事故防止策、危機管理対応等） 5 

 ２ 食物アレルギー対応方針（事故防止策、危機管理対応等） 5 

 ３ 調理方針（手作り給食の実施、冷凍品の使用割合等） 5 

 ４ 施設・設備維持管理方針（修繕方針、設備更新計画等） 5 

 ５ 「秦野らしい給食」に関する独自提案 5 

Ｃ 生徒及び教職員の負担軽減につながる配送・配膳計画 15 

 １ 配送計画（人員配置、車両整備計画等） 5 

 ２ 配膳の工夫（負担軽減・時間短縮の方策） 5 

 ３ 負担軽減に関する独自提案 5 

Ｄ 学校給食を通じた食育及び地産地消の推進 10 

 １ 食育の推進に資する施設整備及び運営方針 5 

 ２ 地産地消の推進に資する施設整備及び運営方針 5 

Ｅ 環境及びライフサイクルコストへの配慮 15 

 １ 都市環境・周辺環境に配慮した施設整備及び運営方針 5 

 ２ ライフサイクルコスト低減のための施設整備及び運営方針 5 

 ３ 環境に関する独自提案（省エネルギー、食品ロス削減等） 5 

Ｆ 学校給食事業を通じた地域貢献策 15 

 １ 地元企業の参画状況 5 

 ２ 経済振興や雇用創出等の地域振興策 5 

 ３ 地域貢献に関する独自提案（公益事業への寄与等） 5 
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(6) 受注候補者の選定スケジュール（予定） 

   受注候補者の選定に係るスケジュールは次のとおりです。 

月 日 内   容 

令和元年  

7 月 25 日（木） 実施要項等の公表／受注者の募集開始 

7 月 25 日（木） 

～8 月 23 日（金） 
第１回質問受付期間 

8 月下旬 第１回質問及び回答の公表 

9 月 2 日（月） 

～同月 6 日（金） 
参加申込書の受付期間 

9 月 6 日（金） 

～同月 20 日（金） 
第２回質問受付期間 

9 月 11 日 プロポーザル参加者の決定通知 

9 月下旬 第２回質問及び回答の公表 

9 月 30 日（月） 

～10 月 4 日（金） 
事業提案書の受付期間 

10 月 23 日（水） 

～同月 25 日（金） 

提案者グループによるプレゼンテーション（※） 

受注候補者の選定 

10 月下旬 

～11 月中旬 
契約交渉及び仮契約の締結 

12 月中旬 秦野市議会の議決による事業契約締結 

※ 開催日、開催日数は応募者数等に応じて決定します。 

９ 契約 

受注候補者と本業務仕様の契約交渉を行います。その際、受注候補

者は積算根拠を示した見積書を提出することとします。 

ただし次のいずれかに該当し、受注候補者と契約が締結できない 

場合は、次点の者と契約交渉を行います。 

(1) 受注候補者が、参加資格を満たすことができなくなった場合 

(2) 受注候補者と契約交渉が成立しない場合 

(3) その他の理由により、受注候補者と契約の締結が不可能となった

場合 
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10 評価結果の通知及び公表 

評価結果は提案者全員に通知します。 

なお、評価結果は公正性、透明性等を示すため、受注者以外の参加

事業者名を伏せて、秦野市ホームページ上で公表します。 

11 その他留意事項 

(1) 本プロポーザルに参加するために要する一切の経費は提案者の  

負担とし、提出された書類は返却しないこととします。 

(2) 事業提案書等の提出後における書類の差し替え、追加は認めま 

せん。 

(3) 評価結果に対する異議申立ては認めません。 

(4) 事業提案書等に虚偽の記載をし、その他不正行為をした場合は、

その提案を無効とします。 

(5) 応募書類は非公開とします。 

(6) 受注候補者として選定された後に、提案内容を適切に反映した仕

様書作成のためにヒアリングを実施する予定です。 

(7) 評価結果の説明を求める場合は、評価結果通知を発送した日の翌

日から起算して３日以内に文書（任意様式）にて請求することとし、

事務局の対応は次のとおりとします。 

 ア 文書により回答します。 

 イ アによる回答への異議は認めません。 

(8) 本要項に定めのない事項については、協議のうえ決定することと

します。 

12 事務局（問合せ先） 

秦野市教育委員会教育部学校教育課（中学校給食担当） 

〒257－8501 秦野市桜町一丁目３番２号 

電  話  0463－84－2785 

ファクス  0463－83－4681 

電子メール g-kyouiku@city.hadano.kanagawa.jp 

 


